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  本
俸
　
％
と
一
時
金
　
月
を
削
減

声
   声
　
明明

　
本
日
、
人
事
院
は
国
会
と

内
閣
に
対
し
て
一
般
職
国
家

公
務
員
の
給
与
等
に
関
す
る

勧
告
及
び
報
告
を
行
っ
た
。

勧
告
は
、
△
8
6
3
円
（
△

０
・
　
%
）
の
官
民
較
差
が

22

あ
る
と
し
て
、
若
年
層
と
医

療
職
（
一
）
を
除
く
本
俸
の

引
き
下
げ
、
か
つ
て
な
い
０

・
　
月
も
の
一
時
金
削
減
、

35
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
の
廃

止
な
ど
、　
年
勧
告
に
匹
敵

03

す
る
平
均
　
・
4
万
円
の
年

15

収
減
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
国
公
労
連
は
、
賃
金
底
上

げ
で
内
需
拡
大
を
図
る
立
場

か
ら
、
最
低
賃
金
の
抜
本
的

な
引
き
上
げ
と
公
務
員
賃
金

の
改
善
を
求
め
、
職
場
か
ら

の
上
申
闘
争
な
ど
を
背
景
に

公
務
・
民
間
一
体
の
運
動

と
、
中
央
・
地
方
で
人
事
院

追
及
を
強
め
て
き
た
。

　
こ
う
し
た
要
求
と
運
動
の

反
映
も
あ
っ
て
、
初
任
給
な

ど
へ
の
影
響
は
回
避
し
た
も

の
の
、
本
府
省
業
務
調
整
手

当
と
地
域
手
当
を
完
成
さ
せ

る
一
方
、
給
与
構
造
「
改
革
」

に
伴
う
現
給
保
障
ま
で
引
き

下
げ
る
勧
告
は
、
公
務
員
労

働
者
の
生
活
実
態
を
顧
み
な

い
ば
か
り
か
、
行
政
現
場
の

第
一
線
を
支
え
る
地
方
の
中

堅
層
に
痛
み
を
押
し
つ
け
る

も
の
で
、
到
底
容
認
で
き
な

い
。

　
人
事
院
勧
告
は
、
労
働
基

本
権
制
約
の
「
代
償
措
置
」

と
し
て
公
務
員
労
働
者
の
利

益
を
擁
護
す
べ
き
制
度
で
あ

り
、
官
民
較
差
を
機
械
的
に

当
て
は
め
る
だ
け
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
５
８
０
万
人

に
直
接
影
響
す
る
と
さ
れ
、

最
低
賃
金
と
と
も
に
社
会
的

な
所
得
決
定
基
準
と
な
っ
て

い
る
公
務
員
賃
金
を
引
き
下

げ
る
こ
と
は
、
日
本
経
済
を

さ
ら
な
る
負
の
悪
循
環
（
賃

金
低
下
→
内
需
縮
小
→
国
内

生
産
縮
小
→
雇
用
の
減
少
）

に
陥
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、

政
府
と
し
て
勧
告
の
実
施

「
見
送
り
」
も
含
め
た
真
剣

な
検
討
を
求
め
る
。

　
ま
た
、「
地
域
の
民
間
給

与
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
俸

給
表
水
準
見
直
し
」
を
求
め

る
政
府
方
針
に
迎
合
し
、
地

域
別
官
民
給
与
較
差
を
公
表

し
た
。
国
公
労
連
は
同
一
労

働
同
一
賃
金
の
原
則
を
崩

し
、
地
域
間
格
差
の
拡
大
に

つ
な
が
る
こ
と
か
ら
一
貫
し

て
反
対
し
て
き
た
が
、
人
事

院
が
政
府
の
圧
力
に
屈
し
た

こ
と
は
、
第
三
者
機
関
と
し

て
重
大
な
誤
り
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
指
摘
し
て
お
く
。

　
一
方
、
非
常
勤
職
員
の
処

遇
改
善
で
は
、
忌
引
休
暇
、

病
気
休
暇
の
適
用
拡
大
、
健

康
診
断
の
実
施
と
と
も
に
、

任
用
や
勤
務
形
態
な
ど
の
本

年
度
内
見
直
し
に
向
け
た
検

討
を
報
告
し
た
。
要
求
と
の

乖
離
は
大
き
い
も
の
の
、
均

等
待
遇
に
向
け
た
一
歩
前
進

と
言
え
る
貴
重
な
成
果
で
あ

り
、
こ
れ
を
足
が
か
り
に
非

常
勤
職
員
制
度
の
抜
本
的
な

改
善
に
向
け
て
引
き
続
き
と

り
く
み
を
強
め
る
。
政
府
に

は
使
用
者
と
し
て
の
責
任
あ

る
対
応
を
求
め
る
。

　
労
基
法
の
改
正
に
伴
い
、

超
過
勤
務
手
当
の
割
増
率
引

上
げ
と
代
替
休
暇
の
制
度
化

が
勧
告
さ
れ
た
が
、
本
来
改

善
す
べ
き
は
非
人
間
的
な
長

時
間
過
密
労
働
の
解
消
で
あ

る
。
給
与
実
態
調
査
で
は
、

年
間
超
過
勤
務
時
間
数
が
平

均
2
3
4
時
間
と
さ
れ
て
い

る
が
、
調
査
に
現
れ
な
い
た

だ
働
き
の
実
態
を
見
れ
ば
、

勤
務
時
間
管
理
の
徹
底
と
抜

本
的
な
超
勤
縮
減
対
策
と
あ

わ
せ
、
心
身
の
健
康
と
安
全

を
確
保
し
、
疾
病
予
防
の
た

め
に
実
効
あ
る
対
策
を
直
ち

に
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。

　
高
齢
期
の
雇
用
問
題
で

は
、　
年
中
を
目
途
に
定
年

10

年
齢
を
段
階
的
に
　
歳
ま
で

65

延
長
す
る
立
法
措
置
の
た
め

の
意
見
の
申
出
を
行
う
と
し

て
い
る
が
、
中
高
年
の
賃
金

水
準
問
題
に
矮
小
化
さ
れ
た

議
論
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
健
康
保
持
対
策
や
働
き

続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
の
検

討
も
必
要
で
あ
り
、
制
度
設

計
に
際
し
て
国
公
労
連
と
の

真
摯
な
協
議
を
要
求
す
る
。

　
全
国
の
仲
間
の
み
な
さ
ん

　
連
年
の
定
員
削
減
と
高
ま

る
行
政
ニ
ー
ズ
な
ど
の
も

と
、
職
場
に
は
様
々
な
矛
盾

が
渦
巻
い
て
い
る
。
憲
法
を

く
ら
し
と
行
政
に
い
か
す

「
国
公
大
運
動
」
を
全
国
で

展
開
し
、
国
民
本
位
の
行
財

政
・
司
法
を
確
立
す
る
展
望

を
切
り
ひ
ら
こ
う
。
総
選
挙

で
主
権
者
と
し
て
の
権
利
を

行
使
し
、「
構
造
改
革
」
路

線
の
転
換
と
「
な
く
せ
貧

困
！
働
く
ル
ー
ル
の
確
立
」

を
め
ざ
そ
う
。

　
国
公
労
連
は
、
本
日
を
新

た
な
た
た
か
い
の
起
点
と
し

て
、
全
国
の
仲
間
と
と
も
に

全
力
で
奮
闘
す
る
決
意
を
表

明
す
る
。 
                       

以
　
上

２
０
０
９
年
８
月
　
日
11

国
公
労
連
中
央
闘
争
委
員
会

0.2

0.35

過
去
最
大
規
模
の
給
与
引
下
げ
勧
告

  非
常
勤
の
休
暇
等
は
一
歩
前

非
常
勤
の
休
暇
等
は
一
歩
前
進進

7.23中央決起集会後、09人勧期要求を掲げデモ行進する国公労連の隊列＝7月23
日、東京・中央区銀座
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賃
金
は
、
同
一
労
働
同
一
賃

金
が
原
則
で
す
。
政
府
が
求

め
る
、
地
場
賃
金
水
準
と
の

単
純
な
比
較
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。

　
制
度
完
成
を
受
け
、
昇
給

抑
制
措
置
は
、
来
年
度
で
終

了
し
、
２
０
１
１
年
１
月
か

ら
普
通
昇
給
は
４
号
俸
、
優

秀
者
は
６
号
俸
、
特
に
優
秀

な
も
の
は
８
号
俸
以
上
と
な

り
ま
す
。（
た
だ
し
、　
才
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地域手当地域手当とと
本府省業務手当を完本府省業務手当を完成成

  地
域
別
官
民
給
与
較
差
を
公
表

政
府
の
方
針
に
迎
合
、圧
力
に
屈
す
る
  

給
与
構
造
見
直

給
与
構
造
見
直
しし
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見直し5年目

給
与
構
造
改
革
と

給
与
構
造
改
革
と
はは

地
域
格
差
の
拡

地
域
格
差
の
拡
大大

今
後
の
検
証
が
課

今
後
の
検
証
が
課
題題

　
２
０
０
７
年
度
に
始
っ
た

「
給
与
構
造
改
革
」
は
、
①

地
域
の
民
間
賃
金
を
反
映
す

る
た
め
の
地
域
間
配
分
の
見

直
し
、
②
職
務
・
職
責
に
応

じ
た
俸
給
構
造
へ
の
転
換
、

③
勤
務
実
績
の
給
与
へ
の
反

映
の
推
進
、
④
複
線
型
人
事

管
理
に
向
け
た
環
境
整
備
、

⑤
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の

新
設
を
柱
と
し
て
、
順
次
実

施
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
い

よ
い
よ
来
年
度
に
完
成
型
と

な
り
ま
す
。

　
人
事
院
は
、
本
年
の
勧
告

で
「
地
域
別
の
民
間
給
与
と

の
較
差
」
を
公
表
し
ま
し
た

が
、
政
府
の
圧
力
に
屈
し
た

も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。

　
地
域
手
当
の
導
入
に
よ
っ

て
、
支
給
地
と
非
支
給
地
に

勤
務
す
る
職
員
に
　
％
も
の

18

格
差
が
生
じ
る
と
い
う
、
公

務
部
内
に
お
け
る
「
地
域
間

格
差
」
が
拡
大
し
て
い
ま

す
。

　
全
国
ど
こ
で
も
同
じ
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
国
家
公
務
員
の

以
上
は
そ
れ
ぞ
れ
半
分
）

　
今
年
の
　
月
か
ら
本
格
的

10

に
実
施
さ
れ
る
新
た
な
評
価

制
度
の
導
入
に
よ
る
個
人
間

の
格
差
拡
大
が
予
想
さ
れ
ま

す
。

　
人
事
院
は
、
２
０
１
１
年

度
に
「
給
与
構
造
改
革
」
の

検
証
を
行
う
と
し
て
お
り
、

較
差
拡
大
な
ど
職
場
実
態
を

ふ
ま
え
た
検
証
を
追
及
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
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夫婦同時の取得可能夫婦同時の取得可能にに
育休制度の拡充で意見の申出

　
心
身
の
健
康
、
仕
事
と
生

活
の
調
和
、
若
手
職
員
の
士

気
の
確
保
、
人
材
の
確
保
等

の
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
本

府
省
に
お
け
る
在
庁
時
間
削

減
の
徹
底
に
取
り
組
む
と
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
現
在
、
昨
年
度

の
各
府
省
の
在
庁
時
間
や
具

体
的
な
取
り
組
み
状
況
を
精

査
し
て
い
ま
す
。
超
過
勤
務

は
、
表
に
現
れ
な
い
た
だ
働

き
の
実
態
を
放
置
し
て
、
そ

の
縮
減
は
進
み
ま
せ
ん
。
勤

務
時
間
管
理
を
徹
底
し
、
予

算
を
確
保
し
て
不
払
い
を
根

絶
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
人
事
院
は
、
超
勤
縮
減
指

針
を
２
月
に
改
訂
し
、
他
律

的
業
務
の
上
限
目
安
を
年
間

７
２
０
時
間
と
し
ま
し
た
。

依
然
上
限
の
目
安
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
り
、
実
効
あ
る

法
的
規
制
に
ま
で
踏
み
込
ん

で
い
ま
せ
ん
。

　
民
間
育
介
法
の
改
正
を
ふ

ま
え
、「
国
家
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の

改
正
に
つ
い
て
」
の
『
意
見

の
申
出
』
を
国
会
と
内
閣
に

行
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
国

公
労
連
女
性
協
を
中
心
に
、

①
子
ど
も
一
人
に
つ
き
５
日

の
看
護
休
暇
、
②
休
暇
請
求

理
由
に
予
防
接
種
、
健
康
診

断
等
を
加
え
る
こ
と
を
要
求

し
て
お
り
、
今
回
の
内
容
は

一
定
の
前
進
と
評
価
で
き
ま

す
。

　
し
か
し
、
家
族
の
急
病
時

の
通
院
等
で
使
え
る
短
期
介

護
休
暇
に
と
い
う
要
求
に

は
、
要
介
護
家
族
の
通
院
な

ど
一
時
的
に
職
員
が
介
護
を

行
う
場
合
を
想
定
す
る
と
し

つ
つ
も
、
民
間
の
休
暇
対
象

範
囲
が
介
護
休
業
と
同
様
に

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
、
民
間
動
向
等
を
踏
ま

え
検
討
す
る
と
し
て
い
ま

す
。
両
立
支
援
制
度
の
拡
充

を
求
め
て
さ
ら
な
る
人
事
院

追
及
が
必
要
で
す
。

　
心
の
疾
病
の
長
期
病
休
者

の
増
加
に
対
し
て
人
事
院

は
、
セ
ル
フ
ケ
ア
（
自
ら
心

の
状
態
を
把
握
し
早
期
に
対

処
）、
ラ
イ
ン
ケ
ア
（
管
理

者
が
部
下
に
適
切
に
対
処
）

を
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
心
の
疾
病
に
つ
い
て

国
公
労
連
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
指

針
の
策
定
な
ど
具
体
的
な
対

策
を
講
じ
る
よ
う
要
求
し
て

い
ま
す
。
人
事
院
は
、
苦
情

相
談
で
「
上
司
の
言
葉
等
の

い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ
が
あ
る

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
」
と

し
て
い
ま
す
が
、
パ
ワ
ハ
ラ

の
定
義
が
定
ま
っ
て
い
な
い

と
し
て
、
指
針
策
定
等
に
は

消
極
的
で
報
告
で
も
一
切
ふ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
早
急
な
検

討
を
求
め
ま
す
。

　
  歳
に
定
年
を
延

歳
に
定
年
を
延
長長

　
人
事
院
は
、「
公
務
員
の

高
齢
期
雇
用
問
題
に
関
す
る

研
究
会
」
の
最
終
報
告
を
ふ

ま
え
、
年
金
支
給
開
始
年
齢

の
引
き
上
げ
に
合
わ
せ
て
、

２
０
１
３
年
度
か
ら
定
年
年

齢
を
　
歳
か
ら
　
歳
に
段
階

60

65

的
に
引
上
げ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、　
年
中
に
は
法
整

11

備
を
図
る
必
要
が
あ
る
と

し
、　
年
中
を
目
途
に
意
見

10

の
申
出
を
行
う
た
め
に
、
本

年
秋
以
降
、
個
別
課
題
に
つ

い
て
関
係
各
方
面
と
の
意
見

交
換
を
含
め
検
討
を
す
す
め

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。

　
定
年
延
長
の
条
件
を
整
え

る
た
め
の
給
与
制
度
見
直
し

で
は
、　
歳
台
前
半
の
具
体

60

的
な
給
与
水
準
・
体
系
を
設

計
し
、
併
せ
て
　
歳
前
の
給

60

与
カ
ー
ブ
や
昇
給
制
度
の
在

り
方
も
見
直
す
と
し
て
い
ま

す
。
高
齢
期
の
雇
用
問
題
は

人
生
設
計
に
関
わ
る
大
き
な

課
題
で
す
。
定
年
延
長
に
伴

っ
て
単
純
に
賃
金
カ
ー
ブ
を

下
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
他
、
役
職
定
年
制
の

導
入
、
加
齢
に
伴
い
就
労
が

き
び
し
く
な
る
職
務
の
特
例

的
な
定
年
の
取
り
扱
い
な
ど

も
検
討
さ
れ
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
重
要

な
労
働
条
件
で
あ
り
、
検
討

に
あ
た
っ
て
は
当
事
者
で
あ

る
国
公
労
連
と
の
意
見
交
換

を
行
い
、
納
得
と
合
意
の
上

で
す
す
め
る
べ
き
で
す
。

公
務
員
人
事
管

公
務
員
人
事
管
理理

　
公
務
員
制
度
改
革
に
対
す

る
人
事
院
の
基
本
姿
勢
、
政

官
関
係
と
公
務
員
制
度
や
公

務
員
の
役
割
、
労
働
基
本
権

問
題
に
関
す
る
基
本
的
考
え

方
を
報
告
で
示
し
ま
し
た
。

　
主
な
課
題
で
は
、
公
務
員

制
度
改
革
で
打
ち
出
さ
れ
た

採
用
試
験
制
度
の
見
直
し
に

言
及
し
て
い
ま
す
。

　
採
用
試
験
制
度
を
「
総
合

職
・
一
般
職
・
専
門
職
」
な

ど
の
試
験
区
分
に
変
更
す
る

も
の
で
す
が
、
２
０
１
４
年

度
に
新
試
験
を
実
施
す
る
た

め
の
準
備
を
す
す
め
る
と
し

て
い
ま
す
。

　
新
た
な
人
事
評
価
制
度

は
、
多
く
の
府
省
が
　
月
か

10

ら
実
施
し
ま
す
。
新
制
度
が

円
滑
か
つ
公
正
に
活
用
さ
れ

る
よ
う
、
各
府
省
の
実
施
状

況
等
を
見
極
め
、
適
切
に
対

応
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
評
価
結
果
の
活
用
は
、
制

度
の
信
頼
度
の
高
ま
り
に
応

じ
て
段
階
的
に
す
す
め
る
べ

き
で
あ
り
、
評
価
制
度
の
定

着
や
制
度
に
対
す
る
信
頼
性

が
不
十
分
な
ま
ま
活
用
す
る

こ
と
は
問
題
で
す
。
最
低

限
、
評
価
結
果
の
全
面
開
示

や
苦
情
処
理
へ
の
労
働
組
合

の
関
与
が
必
要
で
す
。
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超
勤
縮
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勤
縮
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勤
務
時
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務
時
間間
・
労
・
労
働
条
件

働
条
件

育
休
改

育
休
改
善善

心
の
健

心
の
健
康康

高
齢
期
雇

高
齢
期
雇
用用




